
名刺添付欄

通信欄

ご署名 :

上記記載情報に間違いがなく、また、別紙出展規約を遵守することをここに同意します。

送付先：Japan Content Showcase 事務局　　E-mail：sales@tiffcom.jp

□ 経理　□ 買付け（バイヤー）　□ アナリスト　□ 建築家　□ アーティスト／ミュージシャン／パフォーマー　□ キャスティング　□ 経営責任者／社長　□ 映画館／劇場運営
□ 作曲家　□ コンサルタント　□ コンテンツ制作（映像制作者含む）　□ 監督　□ プロデューサー　□ 衣装デザイナー　□ 大使館関連　□ 技術者　
□ フェスティバル／マーケット関連　□ フィルムコミッション／フィルムファンド関連　□ 映画制作者　□ フードベンダー　□ フリーランサー　□ ゲーム開発者　□ 政府関係者　
□ グラフィックデザイナー　□ 医療サービス提供者　□ 人事担当者　□ インターネット／モバイルコンテンツプロバイダー　□ 報道関連　□ 法律関連　
□ ライセンサー／ライセンシー　□ メイクアップアーティスト　□ 製造業者　□ マーケティング　□ フォトグラファー　□ 公務員　□ 広報　□ 出版業者　□ 販売　□ 脚本家　
□ 学生　□ タレントマネジメント　□ 教育関係者　□ 翻訳／通訳　□ 旅行代理店　□ ウェブデザイナー　□ その他（詳細をご記入ください） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

職種   あなたの職種を下記より1つだけお選びください。

お取扱い業務内容について  

□ アクション　□ 子供向け　□ コメディ　□ ドキュメンタリー　□ ドラマ　□ 教育　□ ホラー　□ ラブ／ロマンス
□ 音楽（クラシック／ジャズ）　□ 音楽（アイドル／アニメ／ゲーム）　□ 音楽（ポップス）　□ 音楽（その他）　□ スポーツ　□ サスペンス
□ その他（詳細をご記入ください） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

④取扱ジャンル
  （複数選択可）

＿＿映画　＿＿テレビ　＿＿モバイル／インターネット　＿＿ホームエンターテインメント（VOD, DVD, Blu-ray等）
＿＿イベント／コンサート　＿＿出版　＿＿原作＿＿キャラクター　＿＿その他（詳細をご記入ください） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

③取扱コンテンツ
優先順に1、2、3とご記入ください。

＿＿広告代理業　＿＿配信　＿＿配給　＿＿教育　＿＿イベント／コンサート制作　＿＿フェスティバル／マーケット　
＿＿フィルムコミッション／フィルムファンド　＿＿公官庁／大使館　＿＿業界団体　＿＿機内エンターテインメント　＿＿音楽出版社
＿＿有料TV　＿＿ポストプロダクション／翻訳　＿＿製作／制作　＿＿出版　＿＿レコード会社　＿＿販売　＿＿プロバイダー
＿＿タレントエージェンシー　＿＿興行　＿＿商社　＿＿放送局　＿＿その他（詳細をご記入ください） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

①業種
優先順に1、2、3とご記入ください。

＿＿実写　＿＿アニメーション　＿＿音楽　＿＿CG／デジタル　＿＿フォーマット②取扱カテゴリー
優先順に1、2、3とご記入ください。

日付 :

会社名 :

部署 :

連絡先 E-mail :

電話 :

ご担当者名 :

役職 :

住所：（〒　　　 　　　）

FAX :

企業情報   過去にJapan Content Showcase またはTIFFCOM、TIMM、TIAFに出展もしくは登録しましたか？

□ はい（以下ご記入下さい。）　　　　          □ いいえ

1. 出展年度　（　　　　　　　年）　　　 2. 展示会名　□ TIFFCOM　□ TIMM　□ TIAF

（内線番号：　　　    　   　　）

ブースタイプ   下記にお申し込みブース・スペース数をご記入ください。

申込ブース数 申込スペース

□ ④ 【パッケージブース 4】
□ ③ 【パッケージブース 3】
□ ② 【パッケージブース 2】
□ ① 【パッケージブース 1】 □ ⑤ 【ロースペース】 ㎡

円（税込）出展料合計：

※54㎡以上でのお申込み

Japan Content Showcase 2018
出展 ｜ 予約申込書 兼 同意書

※締切前であっても、申込枠が埋まり次第、受付終了させて頂く場合がございます。申込締切日：2018年7月31日（火） 

□ ⑥ 【TIMMブース】（渋谷）：プラン □1 □2 □3 □4



展示会規約
Japan Content Showcase（JCS） 2018（以下「本展示会」といいます。）へ出展する会社・団体など（以下「出展者」といいます。）は、
本展示会規約（以下「本規約」といいます。）に定められた条件に従って出展を行うものとします。なお、本規約にある「主催者」とは、JCS
事務局を指します。

第1条 出展申込み方法と契約成立条件
申込み
1. 出展申込者は、主催者発行の「予約申込書 兼 同意書」フォームに必要事項を入力し、印刷した「予約申込書 兼 同意書」に署名または
記名・捺印の上、主催者にＥメール送付にてお申込みいただくか、主催者が運営する公式ウェブサイト（http://www.jcs.tokyo/ja/）上
の「予約申込書 兼 同意書」フォームよりお申し込みください。なお、申込者は、出展予約申込み会社・団体において当該業務の職務権限
を有する方であることとします。
2. 主催者は、「予約申込書 兼 同意書」を受領した後、記載事項を確認し支障がないと判断した後、出展可否における審査（審査内容は開
示致しません）を実施いたします。審査通過時に、受入の旨を出展申込者にメールにて通知するものとします。なお、主催者が出展申込者
に受入の旨をメール通知した日（以下「基準日」といいます。）に「出展予約」が成立します。
3. 主催者は、審査（審査内容は開示いたしません）の結果、本展示会の開催趣旨に適さないと判断した場合には、独自の判断で出展申込
みをお断りすることがあります。

第2条 小間代の請求と支払
1. 第１条に基づき「出展予約」が成立した場合、出展申込者は、主催者が発行する請求書で指定する方法により、支払うものとします。日
本国内からの振込の場合、振込手数料等、送金に要する費用は全額、出展申込者の負担とします。海外からの振込の場合、事務手数料
（¥10,000）を別途ご請求いたします。
2. 出展申込者により支払が行われた場合、その入金の確認をもって「出展契約」が成立し、出展申込者は「出展者」としての権利が行使で
きるようになります。
3. 出展申込者が上記1項の通り支払を行わない場合、主催者は、当該「出展予約」が解約されたものとみなすことができます。

第3条 出展契約の解約等と解約料
1. 「出展契約」成立後は、出展者の希望による「出展契約」の解約・小間数の削減は原則として認められないものとします。
2. 前項にかかわらず、出展者がやむを得ない理由により「出展契約」の解約・小間数の削減を希望する場合には、主催者に対し、その理由
などを明記した書状またはEメールによる解約申込通知あるいは小間数の削減申込通知を送付するものとします。主催者が「出展契約」の
解約あるいは小間数の削減を受入する場合は、出展者が、解約あるいは小間数削減の申出日から展示会開催初日までの期間に応じた下
記の解約料あるいは一部解約料（以下まとめて「解約料」といいます。）を主催者が定めた日までに主催者に支払うことを条件として、「出展契
約」あるいはその一部を解約できるものとします。
①. 「出展契約」成立後、小間の一部もしくは全てを解約する場合、支払の有無にかかわらず申出日が展示会開催初日の3ヶ月前の翌日以
降の場合は申込小間代の100％を解約料として申し受けます。また、申出日から展示会開催初日の間が3ヶ月以上ある場合は、申込小間
代の20％を解約料として申し受けます。
②. 出展者が展示会開催日の10：00までに小間の使用を開始しない場合には、出展を取り消したものとみなされ、申込小間代の100％を
解約料として申し受けます。
③. 前項に基づき出展者が解約通知を行った時点、あるいは出展者が出展を取り消したものとみなされた時点で、出展者が既に主催者に
対して小間代の全部または一部の支払を行っている場合には、前各項に定める解約料は、当該支払済みの小間代から充当されるものとし、
充当後、残金がある場合は、主催者の定めた方法及び期日に従い主催者から出展者に返金されるものとします。

第4条 出展小間代
出展小間代は、主催者が公式ウェブサイトに別途記載する「出展のご案内」の記載通りとします。

第5条 小間位置の決定
主催者が小間位置を決定するものとします。

第6条 禁止事項
■小間の転貸、売買、譲渡、交換、使用許諾
出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であるか否かを問わず、出展小間の一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換、使用許
諾することはできません。
■ 別会場への誘導を目的とした出展
本展示会場以外の場所で自己の主要な製品の展示やセミナーなどを行い、本展示会の来場者を当該別会場へ誘導することを目的とする出
展はお断りします。
■ 出展物の即売
本展示会場での出版物、ソフトウェア製品を含む出展物の即売を禁止します。ただし、主催者に事前に申請し、許可を得たものは除きます。
■出展物
①. 出展物（人、作品全てを含む）は、公序良俗に反しないものとします。
②. 18歳未満の視聴が禁止されている成人向けコンテンツの展示を禁止します。
■迷惑行為
出展者が本展示会に関連して実施する展示・イベント・講演等の全ての行為に対し、主催者が下記のような迷惑行為に該当するものと判断
した場合には、事前、開催当日問わず、当該行為の改善を求めます。これに従わない場合には、当該行為の即時中止もしくは全ての展示・
イベント・講演の即時撤収をしていただくことがあります。
出展者は、主催者に対して、この「改善」「即時中止」「即時撤収」の措置に起因する費用の返還請求等は、一切行うことができないものとし
ます。なお、これらの措置の実施にあたり主催者が費用負担をした場合は、出展者にはその費用の全額を主催者に返金する義務が生じる
ものとします。
①. 小間外通路の使用（来場者の誘引やアンケート等）により、他の出展者あるいは来場者に著しく迷惑を及ぼす場合
②. 自社の小間外の会場通路・公共の場所での印刷物等の配布は禁止します。
③. スピーカー等の音量により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合。その他、光線・熱気・ガス・臭気・振動・スモーク等により、
他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合
④. 社会通念に照らして、品位に著しく欠ける展示／行為である場合
⑤. 公序良俗に反する展示／行為である場合
⑥. 18歳未満の視聴が禁止されている成人向けコンテンツの展示がある場合
⑦. 自己のブース内において、自社が取り扱う製品の展示や、商品・サービスの販売促進活動をすることなく、来場者の「個人情報」の収集
を主目的として行う出展は禁止します。

第7条 共同出展の取り扱い
二つ以上の会社・団体が共同で出展を申込む場合は、代表となるそのうちの一つの会社・団体（以下「代表出展者」といいます。）が申込みを
行い、共同出展者の名称・連絡先等については別途主催者へ通知するものとします。なお、主催者からの連絡、来場者案内品などの送付
は、代表出展者に対してのみ行うこととさせていただきます。詳細は「出展者マニュアル」をご参照ください。

第8条 出展物等の設置・小間装飾及び撤去
本展示会場は保税展示場ではありません。海外から展示物等を持ち込む場合は、予め出展者の責任において税関等の諸手続きをお済ま
せください。出展物に関わる音楽著作権、その他著作権の処理については、出展者の責任といたします。出展者や来場者による出展物に
関わる撮影、録音、記録等の可否の許可については出展者の責任において行っていただきます。プレス等への出展物やアーティストの撮影、
録音および二次使用の許可についても出展者の責任において行っていただきます。主催者は本展示会を記録するために、会期中に会場内、
出展者小間などの撮影を行いますが、撮影映像の権利は主催者が有するものとします。
1. 出展物等の会場への搬入と設置は、別途主催者より通知される期間に行われるものとします。ただし、小間内の出展物設置は、本展
示会開催初日の前日までに完了するものとします。なお、出展者が、本展示会開催初日の当日の10：00までに、自社の小間を占有しなけ
れば、主催者は「出展契約」が解約されたものとみなします。
（キャンセル費用の請求適用）
2. 小間装飾は、主催者が送付する出展者マニュアルのルールに準じて行ってください。
3. 出展者マニュアルのルールに違反する装飾は撤去されることがあります。
4. 出展者は、会期中の出展物等の搬入、搬出、移動の際は、必ず主催者の承認を得た後に、作業するものとします。期間中は 主催者
の承認なしに出展物を搬入・搬出・撤去及び移動することはできません。また、出展者は、搬入・搬出・出展・装飾に関しては、会場の使用
規定、防災ガイドライン、消防法等に従っていただきます。標準小間に設置される標準装飾物の破損、紛失については、出展者が原状
回復の責任を負うものとします。ただし、天災等の不可抗力と主催者が認める事由により生じた破損、紛失についてはこの限りではありま
せん。
5. 小間内の出展物及び装飾物等は、主催者より通知される期間に、搬出を完了してください。その時までに搬出されないものは出展者の
費用及び危険負担で主催者により撤去されるものとします。
なお、出展物等の設置および撤去については、上記以外に「出展者マニュアル」の規定に従わなければなりません。
6. 東京都火災予防条例により、展示会場内において、所定の場所以外での喫煙、裸火の使用、危険物の持ち込み、通路・非常口・屋内
消火栓及び消火器の使用に障害になる付近に物を置くことは禁止いたします。

第9条 損害賠償
1. 主催者は、理由の如何を問わず、出展者及びその従業員または代理人が、小間を使用または占有することによって発生した人、物品及
び施設に対する傷害・損害等については一切の責任を負いません。出展者は、主催者に対して、自己の責任において小間を安全に使用す
ることを保障し、万一事故等が生じた場合には、全ての損害につき賠償責任を負うものとします。また、事故等の発生時には直ちに主催
者へ届け出るものとします。

2. 主催者は、本展示会期間中、常時展示会及び出展物の管理、安全性と保安に最善の注意を払いますが、出展物等の盗難、紛失、棄
損、火災及び出展者小間内における人災等災害の発生に対して損害賠償等の責任を負いません。従って、出展者は会場への出展物搬入
開始から撤去までの期間、事故防止に努め、必要と思われるものについて損害保険に加入するなど、展示物及び資材の盗難、失火等に
対して、それぞれ自己の責任において万全を期すものとします。搬入・搬出中は特に、盗難・紛失の危険がありますのでご注意ください。
3. 主催者が、自ら責任を負うべき事由によって本展示会を中止した場合に限り、出展者が小間を使用できなくなったことについて、主催
者は出展者に対して残余展示日数を基準として、日割り計算した小間料金の払戻を行いますが、これをもって補償の全てとします。なお、
主催者は、直接・間接的な自然災害による損害の発生などの不測の事態、あるいは国、地方自治体などの命令または指示、その他不可
抗力事由により出展者に生じる損害については一切の責任を負いません。

第10条 展示会の延期・中止
1. 天災やその他の不可抗力事由により本展示会の開催が困難あるいは不可能と主催者が判断した場合、主催者は、本展示会の延期・中
止を決定できるものとします。
2. 主催者は、前項により本展示会の開催を延期・中止した場合においても、出展者への小間料金の返金等は一切行いません。

第11条 解除
1. 出展者が次の各号のいずれかに該当した場合、主催者は、何らの通知・催告なしに、また出展者に対して何らの賠償を行うことなく、直
ちに「出展契約」を解除できるものとします。
①. 所有物件または権利につき、差押、仮差押、仮処分、競売の申立または租税公課の滞納処分等を受けたとき。ただし、第三債務者
として差押または仮差押を受けた場合を除く
②. 支払停止があったとき、支払不能に陥ったとき
③. 監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
④. 出展者または展示を予定している展示物が、本展示会の開催目的や出展対象に適さないと主催者が判断した場合、その他出展者の
社会的信用に関わる民事上、刑事上または行政法上の問題が懸念され、違法または不当な行為、犯罪行為その他が行われたあるいはそ
の恐れがあると認められることから、出展者が本展示会に出展を行うことが社会的に妥当性を欠くと主催者が判断したとき
⑤. 前各号の場合のほか、出展者が本規約の全部または一部、もしくは出展マニュアル等に違背し、主催者からの催告にもかかわらず、
主催者が定める相当期間内に当該瑕疵が治癒されないとき
2. 本条に基づき主催者が「出展契約」を解除した場合、主催者は、第3条の定めによる解約料及びその他の損害の賠償を、出展者に請求
することを妨げられないものとします。

第12条 準拠法及び合意管轄
本規約ならびに「出展契約」は日本国の法律に準拠するものとし、これらに基づく訴訟については、主催者の本社所在地を管轄する地方裁
判所を第一審の管轄裁判所とします。

第13条 展示会の運営と免責
主催者は業務を円滑に実行するために、各種規則等の設定、修正を行うことができます。また、この出展規定に記載がない事項について、
新たに取り決め、各種の追加や変更を行うことができます。天災、その他の不測の事態によって、主催者は本展示会の開催を中止するこ
とがあります。その場合、既納の出展料ほか出展に要した費用及び中止によって生じた損害は補償いたしません。主催者はやむを得ない
事情により、本展示会の会期及び開場時間を変更することがあります。この変更を理由として出展申込みの取り消しをすることはできません。
また、これによって生じた損害は補償しません。
 

出展規定と展示規則の承認
全ての出展者はこの出展規定、「出展者マニュアル」、及び主催者が制定して出展者に通達した規則を承認するものとし遵守しなければなり
ません。この出展諸規定は今後、変更・修正の可能性がございます。最新版は、出展申込時に公式ウェブサイトをご確認ください。

主催者： Japan Content Showcase 事務局　　E-mail： sales@tiffcom.jp

プライバシーポリシー

JCS事務局（以下「主催者」とする）は、「個人情報の保護に関する法律」の基本理念「個人情報は、個人の人格尊重の理念のもと
に慎重に取り扱われるべきものである」のもと、利用者の個人情報（以下「個人情報」といいます）の適正な保護を社会的責任と認
識し、この責務を果たすために、次の方針のもとで個人情報を取り扱います。

１、個人情報の取り扱いに際しては関係法令等を遵守いたします。
来場者は、本展示会を通じて「個人情報」を取得する場合、「個人情報」保護法及び関連法令を遵守するものとします。特に「個人
情報」を第三者に提供する場合は、２、で掲げる用途やその他本規定において明示されている場合を除き、必ず当該「個人情報」
の本人から同意を得るものとします。なお、来場者と当該「個人情報」の本人との間で当該「個人情報」に関して紛争などが生じた
場合は、両者で協議して当該紛争などの解決にあたるものとし、主催者はそれについて一切の責を負わないものとします。

２、個人情報は限られた目的のためにのみ取得し、利用いたします。
主催者は、来場者からご提供いただいた個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏洩、滅失または棄損を防止する保護
策を講じ、その取り扱いを以下の通り定め、個人情報の保護に努めます。お預かりした来場者の個人情報は、業界関係者と相
互のビジネスをサポートするために、本個人情報保護方針に事前に同意いただいたうえで、次の用途で使用いたします。
① 公式ウェブサイト内の「参加者一覧」へ掲載するため
② 公式ガイドブック内の「参加者一覧」へ掲載するため
③ 会場で配布する各種出版物等へ企業情報及び作品情報を掲載するため
④ 参加者および参加予定者一覧を出展者等に提供するため
⑤ IDバッジへ氏名・企業名・国籍・顔写真を印字し個人を識別するため
⑥ マーケットスクリーニングおよび共催である東京国際映画祭作品上映会への参加者名簿を出品者へ提出するため
⑦ 参加者の渡航および宿泊手配・ビザ申請サポート書類発行のため
⑧ 出展者と参加者とのマッチング商談会を行うため
⑨ 公式オンラインライブラリー利用希望者の登録のため
⑩ 公式ビデオ及びマーケットレポートへ出演・掲載する場合に個人を紹介するため
⑪ 主催者が撮影した写真や映像を使用して、印刷物・映像・Web等により広報宣伝・報告書を作成するため
⑫ 電話・郵便・Eメールなどにより各種サービスのご提案・案内及び定期ニュースを配信するため
⑬ 市場調査・データ分析・アンケート調査などにより、来場者へご提供する商品・サービスを調査・分析・企画し、またご本人へ
連絡を行うため
⑭ 主催者および関連する団体からの新たなイベント・シンポジウム・セミナーの開催をご案内するため
⑮ 本展示会の運営管理のため、来場者本人の確認や特定及び登録情報の内容把握や来場者へのご連絡・お知らせのため

３、原則として個人情報は第三者に提供いたしません。
来場者からご提供いただいた個人情報は、次の場合を除き、個人情報を第三者へ開示または提供いたしません。
①公式ウェブサイト及び公式ガイドブック内の「参加者一覧」においては、ご登録時に「公開可」と選択された個人情報をIDとパス
ワードを付与された限定された来場者に対して公開します。
②上記２、の③、④、⑦、⑧、⑩、⑪、⑭記載の各利用目的のために合理的に必要な範囲で第三者に提供することがあります。
③上記２、の⑥記載の目的のため、東京国際映画祭作品上映会及びイベント参加者の個人情報を、東京国際映画祭事務局に
提供することがあります。東京国際映画祭事務局は提供を受けた個人情報を下記のＵＲＬ記載のプライバシーポリシーに基づき
管理・利用します。
東京国際映画祭プライバシーポリシーURL:http://www.tiff-jp.net/privacypolicy/
④政府機関により適法に開示を要求された場合に当該政府機関に提供することがあります。
上記の場合及び法令で認められる場合を除いて、ご本人の同意なしに第三者へ提供することはありません。

4、個人情報の安全管理を徹底いたします。
主催者は、個人情報の紛失、毀損、社外への不正な流出、改ざん等を防止するため、社内規定等を整備し、安全管理のため
必要かつ適切な措置を講じます。主催者は、業務を円滑に進めるため、業務の一部を委託し、業務委託先に対して必要な範囲
で個人情報を提供することがありますが、この場合、これらの業務委託先との間で、個人情報の適切な取り扱いに関する契約の
締結を行い、また適切な取り扱いが行なわれるよう監督をいたします。

5、個人情報に関するお申し出にお答えいたします。
主催者は、個人情報を正確かつ最新の状態で管理するよう努めます。
また、来場者から主催者が保有している来場者ご自身の個人情報の開示・訂正を求められたときは、お申し出いただいた方がご
本人であることを確認したうえで開示･訂正します。
主催者は、来場者から主催者の保有している来場者ご自身の個人情報の利用停止、削除又は第三者への提供の停止を求められ
たときには、お申し出いただいた方がご本人であることを確認したうえで、合理的な期間および範囲で利用停止、削除又は第三
者提供の停止をします。

6、お問合せ
個人情報の開示・訂正、利用停止、削除又は第三者提供の停止のお申出、その他個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、
inquiry@tiffcom.jpまで御連絡下さい。
展示会への申込みに伴う各種データについては、「プライバシーポリシー」に準じて適切に保護・管理されます。
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